
 

４ 曳家移転する場合の税務申告 
 
 移転費用として支出した場合（所法第44条） 

◆ 課税上のポイント 
① 次の補償金を事業施行者から提示された移転方法（＝曳家）に従って支出

した場合は、支出した額については所得税は課税されません。 

  ・曳家工法の建物移転補償、工作物移転補償 
  ・立竹木補償（移植した場合） 
  ・動産移転補償 
  ・仮住居、仮倉庫補償 
  ・移転雑費 

② ①で残額が生じた場合は、その残額は一時所得として課税対象とされます。

一時所得の総所得算入額は次の式によります。 
 

－ － 総収入金額

一時所得 

 
＝1／2 ×   

 

③ サラリーマンの方で、補償金を含む給与以外の所得の合計額が20万円以下

の場合には、確定申告は不要です。 
 

◆ 申告の手続き 
①補償を受けた年内に移転を完了した場合 
 補償を受けた年分の確定申告書に、次の書類を添付して申告します。 
 

  
 
 
 
 
 

添付資料
 

② 領収書や契約書など、移転費用として 
 支出した額を証明するもの。 
入 手 先
 
① 収用等の証明書
工

組 合
特別控除額

(50万円)
事業者等
所得算入金額

(課税対象額)
支出金額の

合計額 
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②補償を受けた年内に移転が完了しない場合 
 建物等の移転が翌年以降となり支出する時期が遅れる場合には、移転が完了

する日の属する年まで課税の時期を延期することができます。その場合は、補

償を受けた年分の確定申告書に、次の資料を添付して申告します。 
  先 
 
 
 
 
※確定申

課税延

 
 

 

添付資料
① 収用等の証明書 

 

告が不要な場合(給与以外の所得の合計額が20万円

期承認申請書のみを提出。 

 1
入 手 
組 合 

 
② 課税延期承認申請書
 税務署
以下の場合)には、
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５ 新(再)築又は取壊した場合の税務申告 
 
曳家移転補償でも新(再)築を行なうなどして建物等を取壊した場合には、交

付された補償金は税務上｢対価補償金｣として扱われ、資産の譲渡に伴う｢譲渡所

得｣とみなされます。 
譲渡所得の税務申告では｢5,000万円特別控除の特例｣(措法第33条の4)と｢代替

資産の取得の特例｣(措法第33条)のどちらかを選択することができます。 
 
 
［１］5,000万円特別控除の特例（措法第33条の4） 

◆ 特例のポイント 
 譲渡所得（｢対価補償金｣として扱われる下記の補償金が該当します。）から最

高5,000万円を控除することができます。 

・曳家工法の建物移転補償、工作物移転補償で 
実際には建物を取壊した場合 
・再築工法の建物補償、工作物補償 
・立竹木補償で実際には伐採した場合 

 
 
◆ 適用上の注意点 
①各種所得控除(配偶者特別控除など)の所得制限や国民健康保険料の支払額な

どは、5,000万円特別控除前の合計所得額によって判断されるため、影響を受

ける場合があります。 
 

(取得
－ －  ＝ 

 
 
 
 
 

 

収入金額 

(補償額) 
 この

合計所

得控除

ます。
必要経費 

費＋譲渡費用)
額とその他各種所得との 
得が、国民健康保険料や所

の適用可否の基礎となり

 

 2
特別控除額

(5,000万円)
 所得税の計算の
 基礎となります
譲渡所得金額

(課税対象額)
 
。 
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②地区内に複数の物件を所有している方が２年以上に分けて各資産の補償を受

けた場合、5,000万円特別控除の特例の適用は｢原則｣最初の年に限られます。 
 例えば、Ａ物件の移転契約を平成10年に、Ｂ物件の移転契約を平成11年にし

た場合、この特例の適用はＡ物件に限られます。 
 また、最初の移転の申し出から６ヶ月以内に応諾した場合に限られます。 

③「代替資産の取得の特例」（次頁参照）との併用はできません。 

 
◆ 申告の手続き 
補償を受けた年分の確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載したうえで、次

の書類を添付して申告します。 

 
料 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※サラ

が20

 
 
［２］

◆ 特例
① 次

 の取

は予定

ん。（但

・

 

・

 

添付資
 

 

 

 

 

リーマンの方で、給与以外の所得の合計額(5000万

万円以下の場合には確定申告は不要となります。 

代替資産を取得した場合の特例（措法第33条）

のポイント 
の補償金を、移転物件に代わる建物等（以下、代替

得に充てた場合（又は取得に充てる予定の場合）は

額）については、※譲渡がなかったものとみなされ所

し、代替資産の認定については一定の要件があり

曳家工法の建物移転補償、工作物移転補償で 
実際には建物を取壊した場合 
再築工法の建物補償、工作物補償 

 3
入 手 
 
① 譲渡所得計算書
 
② 収用等の証明書
 
③ 公共事業用資産の買取り等の申出証明書
税 務 署
円

ま

組 合
組 合
 
④ 公共事業用資産の買取り等の証明書
 組 合
 
⑤ 対価の支払い調書
 組 合
特別控除後の所得)

 

資産といいます。） 
、その充てた額（又

得税は課税されませ

す。） 
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② ①で残額が生じた場合は、その残額は譲渡所得として課税されます。 
 
 ※5,000 万円特別控除の場合とは異なり、最初から譲渡がなかったものとさ 
  れ収入額から差引かれます。 
 

－ 
(取得

 
－ ＝  

 
 
◆ 適用上の注意点 

(1)代替資産の取得時期 
 特例適用の対象となる代替資産は、原則として補償を受けた年内か、移転に

承諾した日から２年以内に取得するものに限られます。但し、事業施行者側の

理由によって２年以内に代替資産を取得できない場合等は、取得の期限を延長

することができます。 

(2)「取得する予定」の場合の手続き 

①「取得価額の見積額」の承認 

補償を受けた年の翌年以降に代替資産を取得する予定の場合は、確定申告ま

でに「取得価額の見積額」を納税地の税務署長に提出して、承認を得る必要が

あります。 
 
②「更正の請求」の手続き 

代替資産の実際の取得価額が、①で承認を受けた｢取得価額の見積額｣よりも

多い場合には、｢更正の請求｣の手続きによって税の還付を受けることができま

す。 
 

代替資産の

｢実際の取

得価額｣ 

税務署長の承認を

受けた｢取得価額の

見積額｣ 
＞ 

 代替資産を取得した日

から４ヶ月以内に 
｢更正の請求書｣を提出 

  
 
 
 
③「修正申告」の手続き 

 代替資産を期限までに取得しなかった場合や、代替資産の実際の取得価

①で承認を受けた｢取得価額の見積額｣よりも少ない場合には、｢修正申告

  4
税金の還付
収入金額 

(補償額) 
必要経費 

費＋譲渡費用)
代替資産の

取得費 
譲渡所得金額

(課税対象額)
額が

｣の手
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続きを行ない差額の所得税を納めなければなりません。 
 

   
代替資産の取得期限を

経過した日(Ａ)、又は代
替資産を取得した日(Ｂ)
から４ヶ月以内に 
｢修正申告書｣を提出 

 
 

＜ 
税務署長の承認を

受けた｢取得価額の

見積額｣ 

代替資産の

｢実際の取

得価額｣ 

  
  

※特にＡの場合は差額

の所得税が多額となり

ます。 
 
 
 
(3)特例を適用できる時期 
地区内に複数の物件を所有している方が２年以上に分けて各資産の移転補償

を受けた場合、「5,000万円特別控除」の適用は最初の年に限られていますが(前

節参照)、「代替資産の取得の特例」は何年でも適用を受けることができます。 

但し、「5,000万円特別控除」との併用はできません。 
 
◆ 申告の手続き 
補償を受けた年分の確定申告書に措法第33条の適用を受ける旨を記載したう

えで、次の書類を添付して申告します。 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

添付資料
 

 

 

 

 

⑥ 領収書や契約書など、代替資産の取得費
を証明するもの。 

⑦ 取得した資産の登記簿謄本や抄本など 
 その取得を証明するもの。 

※｢取得する予定｣である場合には、③は取得した日から 
 ４ヶ月以内に提出。 

 5
入 手 先
 
① 譲渡所得計算書
 
② 収用等の証明書
税 務 署
組 合
 

 

 

 
法 務 局
代替資産を取得しなかったとき
差額の納税
Ａ

Ｂ

③ 公共事業用資産の買取り等の申出証明書
 組 合
④ 公共事業用資産の買取り等の証明書
 組 合
⑤ 対価の支払い調書
 組 合
工事業者等
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☺参 考－｢収用等の課税の特例｣の比較☺ 
 

5,000万円特別控除の特例 代替資産を取得した場合の特例  
 
 
 
 

 
概要 

下記の対価補償金による譲渡所得か

ら 5,000 万円までを控除できます。

下記の対価補償金のうち、移転物件

の代替資産の取得に充てた額は譲渡

所得に含まれません。 

 
 
 
 

①曳

（

②再

③立

適

で

る

用

き

 

補 

償

金 

①曳家工法の建物補償、工作物補償

（移転物件を取壊した場合） 

②再築工法の建物補償、工作物補償

 
 
 
 
 

課
税
対
象
と 

な
ら
な
い
額 

∴

  

 
 
 
 
 
 

・ 最

・ 同

・ 申

 

適
用
上
の
注
意
点
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各種

各

5,0

判定

(例

  

   

  

  

  

  

国民

翌

前の

ため

適 

用 

上 

の 

留 

意 

事 

項 
家工法の建物補償、工作物補償

移転物件を取壊した場合） 
築工法の建物補償、工作物補償

竹木補償（伐採した場合） 
 6

最高 5,000 万円 まで 

 
対価補償金が5,000万円以下の 

場合は全額が課税対象外 

∴対

  充

初に補償を受けた年のみ 

一事業内での適用は１回限り

し出から６ヶ月以内の応諾 

・

・

 

 

 

・

所得控除への影響 

種所得控除の適用については、

00万円特別控除前の合計所得額で

されるため注意が必要です。 

)①配偶者控除、扶養控除 

配偶者、扶養親族の合計所得35 万

 円以下 

②老年者控除、配偶者特別控除

納税者の合計所得1,000万円以下

③寡婦控除 

納税者の合計所得500万円以下 

健康保険に加入している場合 

年の保険料は5,000万円特別控除

合計所得額に基いて決められる

、増額する場合があります。 

｢代替資

 代替

際の取

｢修正申

要とな

代替資

代替

課せら

①不動

②登録

③印紙
代替資産の取得費用 

 
価補償金の全額を取得費用に

てた場合は全額が課税対象外
補償を受けた年 

同一事業内で何年でも適用可能 

 代替資産の取得時期は、 

  ①補償を受けた年内 

  ②補償時から２年以内 

代替資産の認定に一定の制限あり
産を取得する予定｣の場合 
資産の取得価額の見積額が実

得価額よりも少ない場合には、

告｣による差額分の納税が必

ります。 

産に係る税金 
資産の取得により、次の税金が

れます。 
産取得税 
免許税 
税 


